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　市は、平成 26年 4月 1日から翌年 3
月 31日までの間に雇用する、臨時職員
と嘱託職員の希望登録者を募集します。
雇用は登録者の中から必要に応じて行い
ますので、登録しても雇用されないこと
もあります。

●募集期限　2月 12 日（水）まで。そ
の後も必要な場合は、随時受け付けます。

●受付時間　午前 8 時 30 分～午後 5
時（土日、祝日を除く）

●申込方法　市販の履歴書に写真を貼
り、市人事秘書課（市役所柳川庁舎 3階）
に本人が持参してください。申し込みの
時に面接します。

●登録の有効期間　平成 26 年 4 月 1
日～翌年 3月 31日（1年間）

●応募資格　職種によって資格や免許が
必要な場合があります。

●職種　事務職、保健師、看護師、栄養士、
司書、特別支援教育支援員、公民館職員、
登記事務、レセプト点検員、水路清掃作
業員、発掘調査整理作業員、調理員など

●勤務時間　市役所は月曜日から金曜
日、午前 8 時 30 分～午後 5 時。職種
や勤務場所によっては、土曜日や日曜日
の出勤があり、勤務時間も変わることが
あります。

●賃金　日額 6100 円（職種、勤務時
間により異なる）

●雇用期間　臨時職員 6か月以内、嘱
託職員は 1年以内。ただし更新する場
合もあります。

●その他　社会保険と雇用保険がありま
す（雇用期間によって加入できない場合
もあり）。雇用期間中は、原則として他
の仕事はできません。

【問】市人事秘書課人事係（☎ 77・
8403）

平成26年度雇用予定

臨時職員
嘱託職員
2月12日まで登録受付
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。
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。
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市
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▼
本
年
１
月
１
日
現
在
、
本
市
に
住
所
が
あ

り
、
25
年
中
に
所
得
が
あ
っ
た
人
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民
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保
険
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告
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っ
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さ
れ
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ま
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。

▼
給
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。
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さ
れ
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市
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が
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な
い
人

▼
給
与
所
得
だ
け
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人
で
、
勤
務
先
か
ら
市

役
所
へ「
給
与
支
払
報
告
書
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提
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が
あ
っ

た
人
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た
だ
し
、
年
末
調
整
が
済
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だ
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に

限
り
ま
す
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▼
所
得
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定
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書
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提
出
し
た
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（
確
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告
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た
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市
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あ
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収
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収
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収
票

▼
控
除
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必
要
な
書
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。
例
え
ば
、

医
療
費
控
除
に
は
、
支
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っ
た
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収
書
や
保
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補
て
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明
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。
生
命
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控
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国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
額
通
知
書
、
国
民

年
金
の
控
除
証
明
書
な
ど

▼
税
務
署
か
ら
確
定
申
告
書
用
紙
が
送
ら
れ

て
き
た
人
は
、
そ
の
申
告
書

▼
還
付
申
告
の
人
は
、
還
付
金
の
振
り
込
み

を
指
定
す
る
銀
行
な
ど
の
通
帳
や
口
座
番
号

の
控
え

※
申
告
期
間
中
は
、
会
場
が
大
変
混
雑
し
ま

す
。
待
ち
時
間
短
縮
の
た
め
、
収
支
内
訳
書

や
医
療
費
な
ど
は
事
前
に
計
算
し
て
、
ま
と

め
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
市
県
民
税
の

申
告
書
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書
は
、
各
家

庭
に
は
配
布
し
て
い
ま
せ
ん
。
各
申
告
相
談

会
場
と
市
役
所
各
庁
舎
の
税
務
担
当
窓
口
に

準
備
し
て
い
ま
す
。

派
遣
税
理
士
の
無
料
申
告
相
談

　

次
の
期
間
、
派
遣
税
理
士
に
よ
る
無
料
の

申
告
相
談
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

●
相
談
会
場
・
期
間
　
▼
市
民
会
館
＝
２
月

17
日
（
月
）
～
27
日
（
木
）（
土
日
を
除
く
）

▼
大
和
・
三
橋
庁
舎
＝
３
月
３
日
（
月
）
～

５
日
（
水
）

※
大
牟
田
税
務
署
か
ら
の
出
張
申
告
相
談
は

昨
年
か
ら
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
消
費
税
や

贈
与
税
の
他
、
青
色
申
告
や
、
土
地
建
物
、

株
式
な
ど
の
分
離
課
税
に
よ
る
譲
渡
所
得
な

ど
は
、
直
接
、
大
牟
田
税
務
署
で
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。
所
得
税
の
確
定
申
告
で
簡
易
な

も
の
で
あ
れ
ば
、
市
の
申
告
相
談
会
場
で
受

け
付
け
ま
す
。

申
告
書
は
郵
便
で
も
受
け
付
け

　

申
告
書
は
自
分
で
記
入
し
、
郵
送
す
れ
ば

申
告
会
場
に
出
向
く
必
要
も
な
く
便
利
で
す
。

各
申
告
書
の
提
出
先
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

な
お
所
得
税
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
、
確

定
申
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
確
定
申
告
書　

大
牟
田
税
務
署
（
〒
８
３

６
・
０
８
４
３
大
牟
田
市
不
知
火
町
１
丁
目

３
・
16
）

●
市
県
民
税
申
告
書　

柳
川
市
役
所
税
務
課

市
民
税
係
（
〒
８
３
２
・
８
６
０
１
柳
川
市

本
町
87
番
地
１
）

25
年
分
所
得
の
申
告
相
談
は
お
早
め
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
問
】
市
税
務
課
市
民
税
係
（
☎
77
・
８
４
５
３
）

市
県
民
税
の
申
告
は
３
月
17
日
（
月
）
ま
で

市県民税申告相談の日程
■市内全域　2 月17 日（月）～ 3 月17日（月）、土日を除く
●会場　市民会館第 1 会議室、大和庁舎 2 階大会議室、三橋
庁舎 3 階第 2 ～ 4 会議室
●受付時間　午前 9 時～ 11 時 30 分、午後 1 時～ 4 時
■地区別

対象地区 期　日 会　場

柳
川
地
区

両開地区 2 月 3 日（月）、午後 有明まほろばセンター

蒲池地区 2 月 5 日（水）、午後 蒲池農村環境改善センター

昭代地区 2 月 6 日（木）、午後 就業改善センター

東宮永地区 2 月 7 日（金）、午後 柳川農村環境改善センター
※矢留うぶすな館は、施設改修のため使用できません。申告の際
は、他の申告会場を利用してください。

三
橋
地
区

矢ヶ部校区 2 月 3 日（月）、午前 矢ヶ部小クラブハウス

垂見校区 2 月 4 日（火）、午前 垂見コミュニティセンター

中山校区 2 月 5 日（水）、午前 中山校区公民館

二ッ河校区 2 月 6 日（木）、午前 二ッ河小クラブハウス

藤吉校区 2 月 7 日（金）、午前 藤吉小クラブハウス

大
和
地
区
（
校
区
制
）

有明校区 2 月 17 日（月）、18 日（火）

大和庁舎
2 階大会議室

六合校区 2 月 19 日（水）～ 21 日（金）

大和校区 2 月 24 日（月）～ 26 日（水）

豊原校区 2 月 27 日（木）、28 日（金）、
3 月 3 日（月）

中島校区 3 月 4 日（火）～ 6 日（木）

皿垣校区 3 月 7 日（金）、10 日（月）

全校区 3 月 11 日（火）～ 14 日
（金）、17 日（月）

※お住まいの地域の申告相談日に用事などで行けないときは、他の
申告会場を利用することができます。また、小学校が会場になって
いる所では、児童の安全確保のため、学校敷地内への車の乗り入れ
をご遠慮ください。ご理解とご協力をお願いします。

■平成25年分所得税などの大牟田税務署確定申告相談
●相談日時　2 月 7 日～ 3 月 17 日（土日、祝日を除く）、午
前 9 時～午後 4 時
●会場　NTT 大牟田ビル 1 階（大牟田市不知火町 1 丁目 3・
10）、期間中は大牟田税務署での相談は行いません。
【問】大牟田税務署（☎52・3245）

■身体障害者手帳などを持たない人の障害者控除
●対象者　市内に住所がある 65 歳以上で、身体障害者手帳な
どを持っていないが、寝たきりや認知症が重く、市が定める一
定の基準に該当した人。後日、申告の際に提出するための「障
害者控除対象者認定書」を発行します。
●申請方法　柳川庁舎福祉課（1 階 12 番窓口）、大和・三橋
庁舎市民サービス課にある申請書に記入して提出
●持ってくるもの　印鑑（障害者控除対象者と申請者の印鑑）、
介護保険証、介護保険の認定を受けていない人は医師の診断書

（市指定の診断用紙）
【問】市福祉課高齢者福祉係（☎77・8516）
※「おむつの医療費控除」は 6 ページに記載しています。


